
令和6年9月末頃 「資格情報のお知らせ」 の発行・郵送

【目  的】 国の方針に基づき、マイナンバーが正確に登録されていることをご本人にお伝えすることにより、安心してマイナ

  保険証を利用いただくことを目的として送付。この通知は１度限り

【対 象 者】 令和6年9月10日時点（データ抽出日）の全ての加入者（健保データにマイナンバー登録済の方）

【送付方法】 加入者全員へ、郵送（特定記録郵便）

右下の保険証と同サイズの資格情報のお知らせを
切り取り、マイナンバーカードと共に携帯必要
（12/2以降）

医療機関でマイナ保険証使用できない時
（ネット環境悪くオンライン確認できない等）
マイナンバーカード＆このお知らせ２点持っていれば保険
で受診可能
※お知らせのＱＲコードからＤＬし、携帯に所持も可

〈お知らせサンプル〉

お知らせの内容に誤りが無いか確認
してください。
・保険証記号・番号・名前他

・マイナンバーの下4桁
誤りがあった場合、お手数ですが、健康保険組合へ連絡を
お願いします。

TEL 072-684-8122 内線7-32-535
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「資格情報のお知らせ」
【目     的】 国の方針に基づき、加入者に対して記号・番号のほか、組合に登録された情報のお知らせを発行

【対 象 者】 令和6年12月2日以降の新規加入者（資格確認書を交付する方を除く）

令和6年9月11日から令和6年12月1日までの新規加入者（12/2以降随時）

【送付方法】  被保険者・被扶養者分共に、事業主経由で送付 （今までの保険証と同様）

任意継続被保険者など、一部の方には組合から直接本人へ郵送

【形 状】 A4の紙 ９/末郵送サンプルとほぼ同じ仕様（マイナンバー下４桁記載無し）

【そ の 他】 お知らせ右下の保険証サイズを切り取って、マイナ保険証と一緒に携帯

令和6年12/2以降 「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の発行

「資格確認書」
【目  的】 マイナ保険証による資格確認ができない場合の代替措置として、必要とする方に対して発行

【対 象 者】 マイナンバーカードを取得していない方、取得しているが健康保険証利用登録をしていない方 等

 令和6年12月2日以降 新規取得者の希望者に発行

 令和7年12月1日時点、マイナ保険証利用登録無しの人に発行予定（詳細、国から指示待ち）

 諸事情で必要とする方（施設や介助者に預ける場合など）は申請により発行予定

【形    状】  今の保険証と同サイズの紙の予定                                                                                   

【そ の 他】 有効期限1年の予定 
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